
1月1日から１２月31日までの所得

書類を整理しておこう
　申告間際にあわてないように領収書や
受け取った書類は整理しておきましょう。
スムーズな申告につながります。

会社員の確定申告でのローン控除は最初の年だけ
　会社員の場合、翌年以降は年末調整で済みます。最初の年に税務署から
送付される「年末調整のための（特定増改築等）住宅借入金等特別控除証
明書」と、金融機関等からの「年末残高証明書」を毎年会社に提出します。
給与収入が2,000万円を超える場合は確定申告が必要になります。

ココに注
目！

ココに注
目！

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1年間の所得
この1年間に金融機関で
ローンを組んで自宅を
購入し入居した人の
税金が戻ってきます

借入金の年末残高証明書が届く
住宅ローン残高がある場合、金融機関等から
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が
送られてきます。

10月頃

○申告書を入手する(1月から配布）
　・税務署でもらう
　・申告相談会場などでもらう
○パソコンやスマートフォンを利用する
　・e-Taxまたは国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成するための
　　利用環境を整える

1月

2月

4月

5月

1月

翌 年 確定申告期間とは関係なく5年間提出できますが、なるべく早めに提出を

住宅ローン控除の還付申告は1月1日から受付！

申告の準備をする

申告書の提出
申告期限直前は混み合うので早めに次の方法で申告しましょう。
　○手書きの申告書を税務署に持参または郵送する
　○税務署に出向き、または自宅のパソコンやスマートフォンの
　　「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、次のいずれかの方法で提出する。
　　・紙に出力して税務署に持参または郵送する
　　・データを税務署に送信する

3月15日を過ぎても大丈夫！
還付申告は、翌年1月1日から5年間提出することができます。
〈令和7年分の提出期限〉
　令和8年1月1日から令和12年12月31日まで

還付金は指定した金融機関の口座に振り込まれる
・書面での申告は、申告書提出日から１ヶ月～２ヶ月以内
・電子申告は、データ送信から３週間以内
に還付されます。

還
付
申
告
の
受
付 

1
／
1
〜

3月

最
長
5
年
間

還付を受ける

還付申告は翌年1月1日から申告ができます！

会社員等は年末調整＆源泉徴収票を
受け取る
12月に「給与所得の源泉徴収票」を受け取ります。
翌年1月になることもあります。

12月

翌年から
年末調整
でＯＫ
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住宅ローンでマイホームを購入した人の
確定申告（住宅ローン控除）

確定申告 のスケジュールは次のとおりです。
1月1日から１２月31日までの1年間に住宅ローンを組んで自宅を購入し入居した人は住宅ロー
ン控除の還付申告をします。還付申告はその自宅へ入居した翌年1月1日から申告ができます。



　住宅ローン控除の適用を受けるには、自宅の所在地を管轄する税務署に確定申告する必要があります。
　会社員等の給与所得者については、2年目以降の住宅ローン控除は年末調整で行うことも可能です。個人事業者
など給与所得者以外の人は、毎年の確定申告で住宅ローン控除の手続きをしなくてはなりません。

確定申告をしなければ受けられない

住宅ローン控除を所得税額から控除しきれない場合は、その控除しきれない額を住民税から控除できます。
市（区）町村への申告は不要、自動的に適用を受けられます。控除額は①②のいずれか少ない額です。
　①住宅ローン控除可能額 ー 所得税から控除された額
　②所得税の課税総所得金額 × 5％（最高97,500円）

所得税から控除しきれない額を住民税から控除できる

確定申告書

（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書

売買契約書・請負契約書の写し

税務署

法務局

金融機関

不動産会社等

建物および土地の全部事項証明書
（上記計算明細書に地番･家屋番号･不動産番号を記載することで添付を省略できます）

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書（複数の交付を受けている場合は、その全て）
（令和5年以降に入居の場合、金融機関によっては添付が不要となります）

ココに注
目！

　住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入・増改築すると、入居の年から１０年間（または13年間）、住宅ローン
残高の最大0.7％が毎年所得税から控除または還付されます。ただし、住宅ローン控除（正式には「住宅借入金等特別
控除」といいます）を受けるにはいくつかの条件に合う必要があります。また、所得税で控除または還付しきれない
金額は翌年度の住民税から控除されます。→P.50の知っ得コラム6「住宅ローン控除とは？」をご参照ください。

ローン残高の0.7％が所得税から還付される

　住宅ローン控除は住宅を取得した年から適用になるの
ではなく、実際に住み始めたときから適用が受けられます。
　年末に鍵を引き渡されていても、引越して住み始めたの
が1月からであったら、住宅ローン控除が受けられるのは
翌年からになるのでご注意ください。

住み始めた年からスタート

区分 控除期間控除限度額
控除の対象となる
住宅ローン
最高残高

1年間の
最大控除額

合計
最大控除額

新築住宅
買取再販

中古住宅

新築住宅

4,500万円

3,500万円

3,000万円

5,000万円

4,500万円

4,000万円

0円

2,000万円

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

長期優良住宅・低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

令和5年までに建築確認※2

長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅

その他の住宅

31.5万円

24.5万円

21万円

35万円

31.5万円

28万円

0円

14万円

409.5万円

318.5万円

273万円

455万円

409.5万円

364万円

0円

140万円

3,000万円

2,000万円

21万円

14万円

210万円

140万円

13年

10年

適用なし

令和6年１月１日から令和7年１２月３１日までに入居した場合

※1 子育て特例対象者：「夫婦のいずれかが39歳以下」又は「18歳以下の扶養親族を有する者」（年齢は入居年の12月31日の現況で判定）
※2 令和6年1月1日以後に建築確認を受けた場合でも、登記事項証明書上の建築年月日が令和6年6月30日以前であれば適用対象となります。

その年の
ローン残高
×0.7％

ココに注
目！

（1年目の）住宅ローン控除の確定申告に必要な書類 入手先

耐震基準適合証明書

建設住宅性能評価書の写し

瑕疵保険加入証明書等

指定検査機関等

指定保険会社等

昭和56年12月31日以前建築の建物である場合

い
ず
れ
か

住宅用家屋証明書（長期優良住宅・低炭素住宅）

認定長期優良住宅建築証明書（長期優良住宅）

認定低炭素住宅建築証明書（低炭素住宅）

建設住宅性能評価書の写し（ZEH住宅・省エネ住宅）

住宅省エネルギー性能評価書（ZEH住宅・省エネ住宅）

長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し（長期優良住宅）

低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し（低炭素住宅）

特定建築物用の住宅用家屋証明書（低炭素住宅とみなされる特定建築物）
市区町村

指定検査機関等

認定住宅等の場合

い
ず
れ
か

子育て特例
対象者※1

上記以外

〈年末〉家の引渡 〈翌年1月〉引越・入居

住宅ローン 控除適用
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1　住宅ローン等
（1） マイホームの新築、取得をするためまたは一緒に取得する敷地のための借入金または債務であること
（2） 償還期間が10年以上のローンまたは割賦払いの期間が10年以上の債務であること
（3） 住宅ローン等とは、銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの一定の

借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建築業者などに対する債務のこと
（4） 上記(1)から(3)の要件を満たす住宅ローン等については、金融機関等から「住宅取得資金に係る借入

金の年末残高等証明書」が発行される

2　取得する住宅など
（1） マイホームを新築、新築住宅または中古住宅を取得した日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年

の12月31日まで引き続いて住んでいること
（2） マイホームの床面積が登記事項証明書上50㎡以上※で、床面積の2分の1以上が自己の居住用である

こと
（3） 中古住宅を取得した場合は、登記事項証明書上の建築日付が昭和57年1月1日以降であること
　　 （昭和56年以前建築の場合は一定の耐震基準に適合するもの）

3　所得制限など
（1） この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下※であること
（2） 居住の年と前2年及び後3年の計6年の間に、前の自宅で居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得

の課税の特例などの適用を受けていないこと

4　増改築等をした場合
（1） 上記1から3の要件に、次の要件が加わる（物件の築年数に制限はない）
イ. 自己が所有し、かつ、自己の居住の家屋についての増改築等であること
ロ. 増改築等の工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事
費用であること

（2） 控除額の計算方法はP.48の表（中古住宅／その他の住宅）と同じ

住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）とは、償還期間が10年以上の住宅ローン等を利用してマイホームを
新築、新築住宅または中古住宅を取得した場合、もしくは増改築等をした場合に受けられる税額控除です。
住宅ローン控除を受けることができるのは、次の1から3のすべての要件を満たすときです。

住宅ローン控除とは？
知っ得

コラム
6

MEMO

※登記事項証明書上の床面積が40㎡以上50㎡未満かつ合計所得金額が1,000万円以下の場合には、令和7年12月31日までに
建築確認を受けた新築の認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に限りP.48の住宅
ローン控除を受けることができます。
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　目白保さんは会社員で給与収入があり、年末調整はすでに済んでいます。
　住宅ローンを組んで新築のマイホーム（省エネ住宅）を購入し、8月に引越をしましたので住宅ローン控除（住宅借入
金等特別控除）を受けます。

確定申告書の記入例

住宅ローンを組んでマイホームを購入した目白さんの確定申告

※氏名・詳細等はすべて架空のものです。

事例5

〈申告書の作成手順〉

▶住宅借入金等特別控除額の計算明細書

▶目白さんの給与所得の源泉徴収票

…1
…2
…3

…4

…5

…6

…7

〔単位：円〕▶収入に関する情報
給与収入金額（支払金額）
所得控除の額の合計額
源泉徴収税額

6,500,000
1,940,000
188,300

▶購入したマイホームに関する情報
マイホーム引渡日
居住開始
購入契約日
家屋の取得対価の額
（110.00㎡） 
土地の取得対価の額
（100.00㎡） 
住宅ローンの
令和7年末の残高

令和7年7月15日
令和7年8月  1日
令和7年3月  6日

15,400,000

16,000,000

19,500,000

住所：〒226-0013
　　  神奈川県横浜市緑区寺山町○－○－○
TEL：045ｰ×××ｰ××××
目 白　  保 昭和59年7月7日生（41歳）
 （妻）　 京 子 昭和61年12月12日生（39歳）
（長女）　花 子 平成30年10月10日生（7歳）
（長男）　太 一 令和4年11月11日生（3歳）

※年齢は令和7年１２月３１日のもの

【目白さんの収入等の詳細】

右記源泉徴収票参照

P.53計算明細書参照

■住宅借入金等特別控除額の計算明細書〈P.53〉
●P.49の必要書類のうち該当する書類
■確定申告書〈P.54～〉
確定申告書の作成順序：第二表→第一表の順で作成します。
●給与所得の源泉徴収票

確定申告
必要書類

※提出は不要

整理欄
登
土

契
家

契
土 残 確 証 認

定 仮付 Ａ Ｂ Ｃ

年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
一
面

提
出
用

○ 

こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

住民 台帳番号
一連番号

登
家

住 所

氏 名

フリガナ フリガナ

氏 名

フリガナ

氏 名

７ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

円

４ 家屋や土地等の取得対価の額

居 住 開 始 年 月 日

取 得 対 価 の 額

家屋に関する事項 土地等に関する事項

円

円

㎡

㎡

・・

・

・

・

・

・・

①

②

Ⓑ 土 地 等Ⓐ 家 屋 Ⓒ 合 計 Ⓓ 増 改 築 等

・・ 居 住 開 始 年 月 日

円

あ な た の 共 有 持 分
※共有の場合のみ書いてください｡

総 （ 床 ） 面 積

う ち 居 住 用 部 分
の （ 床 ） 面 積

増改築等の費用の額

⑪

Ⓔ 住 宅 の み Ⓕ 土 地 等 の み Ⓖ住宅及び土地等 Ⓗ 増 改 築 等

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

・

・

・

・

・

・

・

・

円

％

円

円

％

円

円

住宅借入金等の年末残高

新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高

居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高

居 住 用 割 合

連帯債務に係るあなたの負担割合

※連帯債務がない場合には､100.00%と書きます｡

整 理
番 号

※共有の場合のみ書いてください。

③

④

住宅取得等資金の贈与の
特 例 を 受 け た 金 額 等

円

円

なし又は５％ ８ ％ 10 ％
円

円補 助 金 等 控 除 前 の
取 得 対 価 の 額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
増改築等の費用の額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

平成
令和

平成
令和

円
㉓

円
⑳

８ 特定の増改築等に係る事項 （特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください｡）

⑫ 高齢者等居住改修
工事等の費用の額 ⑬ 断熱改修工事等の費用の額 ⑭ ⑮

⑲

特定増改築等住宅借入金等、特定断熱改修住宅借入金等又は特定
多世帯同居改修住宅借入金等の年末残高

円

円

あなたの持分に係る特定の
増改築等工事の費用の額⑱⑰ 特定の増改築等工事の費用の合計額⑯ 特定耐久性向上改修

工 事 等 の 費 用 の 額

特定多世帯同居改修
工事等の費用の額

特定断熱改修工事
等 の 費 用 の 額

㉑

㉒

要しない

円

円

・・
平成
令和

契 約 日
契 約 区 分

円

契 約 日
・・

平成
令和

※次に該当する場合に、書いてください。

不 動 産 番 号 地土屋家

増 改 築 等 を し た
家 屋 の 総 床 面 積 ・

㎡

令和
〒　　　　－

（共有者の氏名）

１ 住所及び氏名

２ 新築又は購入した家屋等に係る事項
３ 増改築等をした部分に係る事項

※小数点以下第２位まで書きます｡

平成
令和 〔 〕

区
分

（㋒ － ㋓（㋗ － ㋘）） （ ㋞ － ㋟ ）

のうち居住用部分の金額

㋜

㋝

㋞

㋟

㋠

㋡

㋢

㋗

㋘

㋙

㋚

㋛

㋐

㋑

㋒

㋓

㋔

㋕

㋖

㋞

（ ㋔ , ㋙ , ㋠ ）× ①
※共有でない場合は､㋔,㋙,㋠を書いてください｡

あなたの持分に係る取得対価の額等
（ ② － ③ ）

㋔（ ㋔ × Ⓐ の ① ） ㋙（ ㋙ × Ⓑ の ① ） ㋠（ ㋠ × Ⓓ の ① ）（Ⓐの②＋Ⓑの②）又は（Ⓑの②＋Ⓓの②）

５ 家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項 ６ 特例対象個人に係る事項等
税率が10％の場合に㋒､㋞に含まれる
消費税額及び地方消費税額の合計額
（契約書等に記載された消費税額）

（（付表）の⑭の割合）

（（付表）の⑯の金額）
※連帯債務がない場合には、⑤の金額を書きます｡

※90％以上である場合には、100.0％と書きます｡

④ と ⑦ の い ず れ か
少 な い 方 の 金 額

（ ⑧ × ⑨ ）

㋖÷㋕ ㋛÷㋚ ㋡÷㋞

住宅借入金等の年末残高の合計額（Ⓔの⑩＋Ⓕの⑩＋Ⓖの⑩＋Ⓗの⑩）
※ ⑪の金額を二面の「住宅借入金等の年末残高の合計額⑪」欄に転記します。

次の⑫欄から⑯欄に補助金等控除後の
金額を書いてください。これらの金額
が50万円を超えるときに特定増改築等
住宅借入金等特別控除の適用を受ける
ことができます。

（⑫＋⑭＋⑮＋⑯） （⑰又は⑰×Ｄの①）
(⑪と⑱のいずれか少ない方の金額で最高250万円｡
ただし、住宅の増改築等(特定多世帯同居改修
工事等に係るものを除きます｡)が特定取得
(※二面参照)に該当しない場合は、最高200万円｡)

番
号

９ （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額

（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額 ※ 二面の該当する番号及び金額を転記します。

同一年中に８％及び10％の消費税
率が含まれる家屋の取得等又は
増改築等をした場合は、右の欄に
○をした上で、10％に係る部分の
金額等を書いてください｡

８％･10％
同一年中
取得

家　屋:1
増改築等:2

㋒又は㋞の金額
（10％に係る部分のみ）

（10％に係る部分のみ）

Ⓐの④又は
Ⓓの④の金額

重複適用を受ける場合は、右の
文字に○をした上で、二面の㉓
の金額を転記してください。

重複適用

10 控除証明書の交付を要しない場合
翌年分以後に年末調整でこの控除を受けるための、控除証明書の
交付を要しない方は､右の｢要しない｣の文字を○で囲んでください｡

この明細書は「(特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方」を参照し、記入してください。(注)区分欄に記入する数字も同書き方を参照します。○

住宅借入金等に連帯債務がある場合には、併せて付表を使用します。○

区
分

区
分

電話番号    　（     ）

夫婦のいずれかが40歳未満の場合又は19歳未満の扶養親族を有する場合で､
認定住宅等である新築住宅又は買取再販住宅に入居したとき等は､右の欄に
該当する数字を書いてください｡

（注）

（注）

（注）

２２６   ００１３

７　 ８　 １

-
-

７　 ３　 ６２

１５４０００００

１５４０００００

１６００００００

１６００００００

１４０００００

１６００００００

１ ９５０００００

１ ９５０００００

１ ９５０００００

１ ９５０００００

１ ９５０００００

１３６５４

１５４０００００

１５４０００００

１６００００００ ３１４０００００

３１４０００００

１ １０ ００ １ ００ ００

１ ００ ００

１ ００ ０

１ ００ ００１ １０ ００

神奈川県横浜市緑区寺山町○ー○ー○
０４５　 ×××　 ××××

目　白　　保
メ　 ジロ　　タモツ

○

目白  保さん

居住開始年月日、契約日、取得価格、
面積を記入する（P.52456）

住宅ローンの年末の残高
（P.527）を記入する

全部事項証明書の提出を
省略する場合に記入する（P.49）

その年の
ローン残高の0.7％

取得価格を記入する。共有の場合、
自分の持ち分について記入する

（二面は省略）

7

神奈川県横浜市
緑区寺山町○－○－○

給与賞与 6  500  000 4 760  000 1 940  000

780 000

200,000250,000

100   000

188  300

380 000

59　7　7昭和

2

目 白　保
メ  ジロ　 タモツ

目 白　京 子
メ ジロ  キョウコ

目 白　花 子
メ ジロ　  ハナ コ

目 白　太 一
メ ジロ　   タ  イチ

株式会社 横浜商事 045ｰ×××ｰ××××

81 2 3

52 53

住宅ローン控除を受けるための確定申告書の記入例
住宅ローンでマイホームを購入した人の確定申告（住宅ローン控除）
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○
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○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

税

金

の

計

算

配 当 控 除
又 は 第 三 表 の 94

災 害 減 免 額

上の㉛に対する税額

平均課税対象金額

延 納 届 出 額

復興特別所得税額
（42－43）

源 泉 徴 収 税 額

予 定 納 税 額
（第１期分・第２期分）

申 告 納 税 額

所

得

金

額

等

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

雑

短 期

長 期

配 当

一 時

営 業 等

農 業

給与

氏 名

種類 電話
番号 － －

柄続のと主帯世名氏の主帯世号雅・号屋業職

〒 －

○＋｛（○＋○）×／｝ケ コ サ 1 2

不 動 産

利 子

配 当

雑

）（

国 出

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

基 礎 控 除

⑬から㉕までの計

雑 損 控 除

寄 附 金 控 除
合 計

配偶者

医療費控除

公的年金等

業 務

そ の 他

郵便局
名 等

預金
種類

給 与

扶 養 控 除

第３期分
の 税 額

業 務

その他

自宅･勤務先･携帯

住宅耐震改修
特別控除等

・ ・

整理
番号

合 計

申告書

営業等

農 業

公 的年金等

納税地

振替継続希望
（
単
位
は
円
）

税務署長
令和　　年　　月　　日令和 年分の の所 得 税 及 び

復興特別所得税

第
一
表

現在の
住 所
又は
居 所
事業所等
令和８年
１月１日
の 住 所

個人番号
（マイナンバー）

生年
月日

フリガナ

青 色 分 離 損 失 修 正 特 農特農の
表　示

収

入

金

額

等

修
正
申
告

そ

の

他

届 

出

延
納
の
受

　
取

　
場

　
所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

事

業

事

業

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

人
数

区
分

不動産
区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

総
合
譲
渡

区
分

⑦から⑨までの計
総 合 譲 渡 ・ 一 時

（①から⑥までの計＋⑩＋⑪）

小規模企業共済等掛金控除

寡婦､ひとり親控除

勤労学生、障害者控除

（特別）控除

（㉖＋㉗＋㉘＋㉙）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

23

24

25

26

27

28

29

30

～

～

～

⑰　
 ⑱
⑲　
 ⑳
㉑　
 ㉒

31

32

33

34

35

42

43

44

45

46

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

36　
 38
39　
 41

47　
 48

～

～

～

課税される所得金額
（⑫－㉚）又は第三表

（特定増改築等）
住宅借入金
等特別控除

政党等寄附金等特別控除

差 引 所 得 税 額
32－33－34－35－36
－37－38－39－40－41

再差引所得税額（基準所得税額）

所得税及び復興特別所得税の額

外国税額控除等

修正前の第３期分の税額
（還付の場合は頭に△を記載）
第３期分の税額の増加額
公的年金等以外の
合 計 所 得 金 額

配偶者の合計所得金額

専従者給与（控除）額の合計額

青色申告特別控除額
雑所得・一時所得等の
源泉徴収税額の合計額
未納付の源泉徴収税額

本年分で差し引く繰越損失額

変動･臨時所得金額

申告期限までに納付する金額

銀行
金庫･組合
農協･漁協

本店･支店
出張所
本所･支所

口座番号
記号番号

普通 当座 貯蓄納税準備

公金受取口座登録の同意 公金受取口座の利用

（44×2.1％）

（46－47－48－49）

（50－51）

納める税金

還付される税金

（44＋45）

区
分

特定親族
特別控除

納 管

事 業

住 民

資 産

総 合

分 離

検 算

年月日

・・

受
付
印

（
令
和
七
年
分
用
）

通 信
日付印

一 連
番 号

45･

46･

50･

52
又
は
53
の
記
入
を
お
忘
れ
な
く
。

整

　
理

　
欄

区
分
異
動
名
簿

確
認

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｇ Ｈ Ｉ Ｋ Ｌ

年 月 日

その他住 民 税

令和

所得の種類 収 入 金 額 必要経費等 差 引 金 額

整理
番号

収 入 金 額 源泉徴収税額

他都道府県の事務所等

所得
金額

寡婦

死別
離婚

生死不明
未 帰 還

非 課 税 所 得 な ど 損益通算の特例適用前の
不 動 産 所 得

不動産所得から差し引いた
青 色 申 告 特 別 控 除 額

屋 号
住 所

氏 名
フリ ガナ

円

円円円

円

事業用資産の譲渡損失など

第
二
表

円

保 険 料 等 の 種 類 支払保険料等の計 うち年末調整等以外

新 生 命 保 険 料

旧 生 命 保 険 料

新個人年金保険料

旧個人年金保険料

介 護 医 療 保 険 料

円円

損害を受けた資産の種類など

・ ・
円円円源泉徴収税額の合計額

種 目

ひとり親
勤労学生

年調以外かつ
専修学校等

障害者
特別
障害者

特例適用
条 文 等

非上場株式の
少額配当等

給与、公的年金等以外の
所得に係る住民税の徴収方法

障 害 者

特個国外障 特障

続柄氏 名 生 年 月 日

・ ・
明･大
昭･平

個 人 番 号

上記の配偶者・親族・事業専従者
のうち別居の者の氏名・住所

所得税で控除対象配偶者
な ど と し た 専 従 者

円

事業専従者の氏名 個 人 番 号 続柄 生 年 月 日 従事月数･程度･仕事の内容
円明･大

昭･平 ・ ・

年調

国外居住 住宅特親

地 震 保 険 料

旧長期損害保険料

円円

円円

明･大
昭･平 ・ ・

別居

特個障 特障 年調
万円

別居

特個障 特障 年調 別居

特個障 特障 年調 別居

特個障 特障 年調 別居

同一

16

16

16

16

・ ・
明･大
昭･平･令

・ ・
明･大
昭･平･令

・ ・
明･大
昭･平･令

・ ・
明･大
昭･平･令

非居住者
の 特 例

配当割額
控 除 額

株式等譲渡
所得割額控除額

寄附先の
名 称 等

寄附金
円

国外

障 害 者

障 特障

続柄 生 年 月 日
明･大
昭･平

個 人 番 号

寡婦・ ・
円

税理士署名・電話番号

（ － － ）

調整

所 得 税 及 び
復興特別所得税年分の の 申告書

○ 所得の内訳（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額）
給与などの支払者の｢名称｣
及び｢法人番号又は所在地｣等

円 円

所得の種類

49

社
会
保
険
料
控
除

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

⑬⑭

⑮
生
命
保
険
料
控
除

⑯
料 

控 

除

地
震
保
険

本人に関
する事項
（⑰～⑳）

○ 雑損控除に関する事項(㉗)
損 害 の 原 因 損 害 年 月 日

損害金額
保険金などで
補塡される
金 額

差引損失額の
うち災害関連
支出の金額

○ 寄附金控除に関する事項(㉙)

○ 配偶者や親族に関する事項（⑳～㉔､35､40）

配偶者

○ 事業専従者に関する事項（58）
専従者給与(控除)額

○ 住民税・事業税に関する事項

住
民
税

事
業
税

円 円 円 円
特別徴収 自分で納付

都道府県､市区町村
への寄附

（特例控除対象）
円 円 円 円

退職所得のある配偶者・親族の氏名 退職所得を除く所得金額 その他 寡婦・ひとり親

ひとり親

月
日開始・廃止前年中の

開（廃）業
番
号

氏
名

住
所

氏
名

給
与

税理士法書面提出
30条 33条の2

○ 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項（⑪）

共同募金､日赤
その他の寄附

都道府県
条例指定寄附

市区町村
条例指定寄附

管
理

区
分

一連
番号

法 項 号

（
令
和
七
年
分
用
）
○
第
二
表
は
、
第
一
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
○
国
民
年
金
保
険
料
や
生
命
保
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
添
付
書
類
台
紙
な
ど
に
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

整

理

欄

申告
区分
特例適
用条文

申告等
年月日 年 月 日

条
の の

所得
種類
申告
期限 年 月 日

補
完

▶確定申告書　第二表

▶確定申告書　第一表

目 白　 保
メ　 ジロ　　タモツ

確定

神奈川県横浜市緑区寺山町○ー○ー○

給与

令和７年８月１日居住開始

-

目白　 京子 ○ ６１     １２     １２

○
○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

目白　 花子 ○ ３０     １０     １０○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

目白　 太一 ○子

子

４    １１    １１● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（株）横浜商事 6,500,000 188,300

188,300

確定
２ ２ ６  ０ ０ １ ３

神奈川県横浜市緑区寺山町○ー○ー○

緑

同　上

目 白　 保
メシ゛ ロ　タモツ

X X X X X X X X X X X X

６ ５ ０ ０ ０ ０ ０

４ ７ ６ ０ ０ ０ ０-

４ ７ ６ ０ ０ ０ ０-

１ ９ ４ ０ ０ ０ ０

１ ９ ４ ０ ０ ０ ０

１ ８ ４ ５ ０ ０

４ ８ ０ ０ ０

４ ８ ０ ０ ０

４ ９ ０ ０ ８

１ ８ ８ ３ ０ ０
１ ３ ９ ２ ９ ２

１ ３ ９ ２ ９ ２

１ ０ ０ ８

１ ３ ６ ５

２ ８ ２ ０

三井住友信託

× × × × × × ×

横浜

○

３　 ５　９　 ０  ７　 ０  ７

- -

目白  保会社員 本人

０４５ 　 ×××　××××

居住開始日（P.524）を
記入する

扶養親族が16歳未満の
場合には16に○

受取金融機関の
口座を記入する

P.53の⑳を転記する

P.54第二表の
から転記する

49

戻ってくる
税金の額

P.52源泉徴収票
からその年の収入
金額（支払金額）1
を転記する

P.52源泉徴収票の
給与所得控除後の
金額8を転記する

P.52源泉徴収票の
所得控除の額の合
計額2を転記する

P.52源泉徴収票
から支払金額1、
源泉徴収税額3を
転記する

P.55第一表の　へ49

個人番号（マイナンバー）を
記入する

1,000円未満は
切り捨て

（　対応分）の総合課税の税額計算32 31税額を計算・記入する

税 率の額31 の税額32

の額 × 5％
の額 × 10％ － 97,500円
の額 × 20％ － 427,500円
の額 × 23％ － 636,000円
の額 × 33％ － 1,536,000円
の額 × 40％ － 2,796,000円
の額 × 45％ － 4,796,000円

31

31

31

31

31

31

31

  195万円以下
 195万円超 330万円以下
 330万円超 695万円以下
 695万円超 900万円以下
 900万円超 1,800万円以下
 1,800万円超 4,000万円以下 
 4,000万円超 

申告する人の個人番号
（マイナンバー）を記入

明治：1　大正：2
昭和：3　平成：4

54 55

住宅ローン控除を受けるための確定申告書の記入例
住宅ローンでマイホームを購入した人の確定申告（住宅ローン控除）



整理欄
登
土

契
家

契
土 残 確 証 認

定 仮付 Ａ Ｂ Ｃ

年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
一
面

提
出
用

○ 

こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

住民 台帳番号
一連番号

登
家

住 所

氏 名

フリガナ フリガナ

氏 名

フリガナ

氏 名

７ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

円

４ 家屋や土地等の取得対価の額

居 住 開 始 年 月 日

取 得 対 価 の 額

家屋に関する事項 土地等に関する事項

円

円

㎡

㎡

・・

・

・

・

・

・・

①

②

Ⓑ 土 地 等Ⓐ 家 屋 Ⓒ 合 計 Ⓓ 増 改 築 等

・・ 居 住 開 始 年 月 日

円

あ な た の 共 有 持 分
※共有の場合のみ書いてください｡

総 （ 床 ） 面 積

う ち 居 住 用 部 分
の （ 床 ） 面 積

増改築等の費用の額

⑪

Ⓔ 住 宅 の み Ⓕ 土 地 等 の み Ⓖ住宅及び土地等 Ⓗ 増 改 築 等

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

・

・

・

・

・

・

・

・

円

％

円

円

％

円

円

住宅借入金等の年末残高

新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高

居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高

居 住 用 割 合

連帯債務に係るあなたの負担割合

※連帯債務がない場合には､100.00%と書きます｡

整 理
番 号

※共有の場合のみ書いてください。

③

④

住宅取得等資金の贈与の
特 例 を 受 け た 金 額 等

円

円

なし又は５％ ８ ％ 10 ％
円

円補 助 金 等 控 除 前 の
取 得 対 価 の 額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
増改築等の費用の額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

平成
令和

平成
令和

円
㉓

円
⑳

８ 特定の増改築等に係る事項 （特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください｡）

⑫ 高齢者等居住改修
工事等の費用の額 ⑬ 断熱改修工事等の費用の額 ⑭ ⑮

⑲

特定増改築等住宅借入金等、特定断熱改修住宅借入金等又は特定
多世帯同居改修住宅借入金等の年末残高

円

円

あなたの持分に係る特定の
増改築等工事の費用の額⑱⑰ 特定の増改築等工事の費用の合計額⑯ 特定耐久性向上改修

工 事 等 の 費 用 の 額

特定多世帯同居改修
工事等の費用の額

特定断熱改修工事
等 の 費 用 の 額

㉑

㉒

要しない

円

円

・・
平成
令和

契 約 日
契 約 区 分

円

契 約 日
・・

平成
令和

※次に該当する場合に、書いてください。

不 動 産 番 号 地土屋家

増 改 築 等 を し た
家 屋 の 総 床 面 積 ・

㎡

令和
〒　　　　－

（共有者の氏名）

１ 住所及び氏名

２ 新築又は購入した家屋等に係る事項
３ 増改築等をした部分に係る事項

※小数点以下第２位まで書きます｡

平成
令和 〔 〕

区
分

（㋒ － ㋓（㋗ － ㋘）） （ ㋞ － ㋟ ）

のうち居住用部分の金額

㋜

㋝

㋞

㋟

㋠

㋡

㋢

㋗

㋘

㋙

㋚

㋛

㋐

㋑

㋒

㋓

㋔

㋕

㋖

㋞

（ ㋔ , ㋙ , ㋠ ）× ①
※共有でない場合は､㋔,㋙,㋠を書いてください｡

あなたの持分に係る取得対価の額等
（ ② － ③ ）

㋔（ ㋔ × Ⓐ の ① ） ㋙（ ㋙ × Ⓑ の ① ） ㋠（ ㋠ × Ⓓ の ① ）（Ⓐの②＋Ⓑの②）又は（Ⓑの②＋Ⓓの②）

５ 家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項 ６ 特例対象個人に係る事項等
税率が10％の場合に㋒､㋞に含まれる
消費税額及び地方消費税額の合計額
（契約書等に記載された消費税額）

（（付表）の⑭の割合）

（（付表）の⑯の金額）
※連帯債務がない場合には、⑤の金額を書きます｡

※90％以上である場合には、100.0％と書きます｡

④ と ⑦ の い ず れ か
少 な い 方 の 金 額

（ ⑧ × ⑨ ）

㋖÷㋕ ㋛÷㋚ ㋡÷㋞

住宅借入金等の年末残高の合計額（Ⓔの⑩＋Ⓕの⑩＋Ⓖの⑩＋Ⓗの⑩）
※ ⑪の金額を二面の「住宅借入金等の年末残高の合計額⑪」欄に転記します。

次の⑫欄から⑯欄に補助金等控除後の
金額を書いてください。これらの金額
が50万円を超えるときに特定増改築等
住宅借入金等特別控除の適用を受ける
ことができます。

（⑫＋⑭＋⑮＋⑯） （⑰又は⑰×Ｄの①）
(⑪と⑱のいずれか少ない方の金額で最高250万円｡
ただし、住宅の増改築等(特定多世帯同居改修
工事等に係るものを除きます｡)が特定取得
(※二面参照)に該当しない場合は、最高200万円｡)

番
号

９ （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額

（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額 ※ 二面の該当する番号及び金額を転記します。

同一年中に８％及び10％の消費税
率が含まれる家屋の取得等又は
増改築等をした場合は、右の欄に
○をした上で、10％に係る部分の
金額等を書いてください｡

８％･10％
同一年中
取得

家　屋:1
増改築等:2

㋒又は㋞の金額
（10％に係る部分のみ）

（10％に係る部分のみ）

Ⓐの④又は
Ⓓの④の金額

重複適用を受ける場合は、右の
文字に○をした上で、二面の㉓
の金額を転記してください。

重複適用

10 控除証明書の交付を要しない場合
翌年分以後に年末調整でこの控除を受けるための、控除証明書の
交付を要しない方は､右の｢要しない｣の文字を○で囲んでください｡

この明細書は「(特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方」を参照し、記入してください。(注)区分欄に記入する数字も同書き方を参照します。○

住宅借入金等に連帯債務がある場合には、併せて付表を使用します。○

区
分

区
分

電話番号    　（     ）

夫婦のいずれかが40歳未満の場合又は19歳未満の扶養親族を有する場合で､
認定住宅等である新築住宅又は買取再販住宅に入居したとき等は､右の欄に
該当する数字を書いてください｡

（注）

（注）

（注）

　秋葉圭さんは会社員で給与収入があり、年末調整はすでに済んでいます。
　交通の便のいい都内に中古マンションを見つけました。リフォームは買主が行う条件で比較的安値で購入すること
ができました。ただし、中古マンションは昭和56年建築のため「住宅ローン控除」対象外の物件です。マンションは
手持ち資金で購入し、リフォーム費用は返済期間10年の住宅ローンを組むことにしました。

確定申告書の記入例

リフォームを住宅ローンで資金手当した秋葉さんの確定申告

※氏名・詳細等はすべて架空のものです。

事例6

〈申告書の作成手順〉

▶住宅借入金等特別控除額の計算明細書

住所：〒132-0021
　　  東京都江戸川区中央○－○－○
TEL：03ｰ××××ｰ××××
秋 葉　  圭 昭和61年6月6日生（39歳）
 （妻）　 佳 子 昭和62年3月3日生（38歳）
（長女）　佑 依 平成29年2月2日生（8歳）

※年齢は令和7年１２月３１日のもの

【秋葉さんの収入等の詳細】

▶秋葉さんの給与所得の源泉徴収票

…1
…2
…3

…4
…5
…6
…7
…8

〔単位：円〕▶収入に関する情報
給与収入金額（支払金額）
所得控除の額の合計額
源泉徴収税額

6,000,000
1,880,000
153,600

▶購入したマイホームに関する情報
中古マンション取得日
リフォーム後、居住開始
リフォーム契約日
マンションの取得対価
の額（65㎡） 
リフォーム代金
住宅ローンの
令和7年末の残高

令和7年7月 1日
令和7年9月 1日
令和7年6月10日

15,000,000

4,400,000

3,900,000

右記源泉徴収票参照

P.57計算明細書参照

■住宅借入金等特別控除額の計算明細書〈P.57〉
●P.49の必要書類のうち該当する書類
■確定申告書〈P.58～〉
確定申告書の作成順序：第二表→第一表の順で作成します。
●給与所得の源泉徴収票

確定申告
必要書類

※提出は不要

１３２   ００２１

７　 ９　 １

-
-

７　 ６ １ ０

４４０００００

４４０００００

４４０００００

６５ ００

４０００００

３９０００００

３９０００００

３９０００００

３９０００００

３９０００００

２７３-５

４４０００００４４０００００

４４０００００４４０００００

１ ００ ００

１ ００ ０

東京都江戸川区中央○－○－○
０３　 ××××　 ××××

秋 葉　  圭
アキ  バ　　 ケイ

○

秋葉  圭さん

リフォームなので「3」に記入する

リフォーム代金
P.567を記入する

床面積P.566を記入する

リフォーム代金の自分の持ち分に
ついて記入する

（二面は省略）

居住開始日・契約日
P.5645を記入する

年末の借入残高
P.568を記入する

7

東京都江戸川区中央○－○－○

給与賞与 6  000  000 4  360 000 1 880 000

720 000

1

200,000100,000

100  000

153 600

380 000

61　6　6昭和

秋 葉　圭
アキ バ　  ケイ

秋 葉　佳 子
アキ バ　  ヨシ コ

秋 葉　佑 依
アキ バ　   ユ　イ

岩本スポーツ株式会社 03ｰ××××ｰ××××

91 2 3

その年の
ローン残高の0.7％

全部事項証明書の提出を
省略する場合に記入する（P.49）

56 57

住宅ローン控除を受けるための確定申告書の記入例
住宅ローンでマイホームを購入した人の確定申告（住宅ローン控除）
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○
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○
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○
○
○
○
○

税

金

の

計

算

配 当 控 除
又 は 第 三 表 の 94

災 害 減 免 額

上の㉛に対する税額

平均課税対象金額

延 納 届 出 額

復興特別所得税額
（42－43）

源 泉 徴 収 税 額

予 定 納 税 額
（第１期分・第２期分）

申 告 納 税 額

所

得

金

額

等

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

雑

短 期

長 期

配 当

一 時

営 業 等

農 業

給与

氏 名

種類 電話
番号 － －

柄続のと主帯世名氏の主帯世号雅・号屋業職

〒 －

○＋｛（○＋○）×／｝ケ コ サ 1 2

不 動 産

利 子

配 当

雑

）（

国 出

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

基 礎 控 除

⑬から㉕までの計

雑 損 控 除

寄 附 金 控 除
合 計

配偶者

医療費控除

公的年金等

業 務

そ の 他

郵便局
名 等

預金
種類

給 与

扶 養 控 除

第３期分
の 税 額

業 務

その他

自宅･勤務先･携帯

住宅耐震改修
特別控除等

・ ・

整理
番号

合 計

申告書

営業等

農 業

公 的年金等

納税地

振替継続希望
（
単
位
は
円
）

税務署長
令和　　年　　月　　日令和 年分の の所 得 税 及 び

復興特別所得税

第
一
表

現在の
住 所
又は
居 所
事業所等
令和８年
１月１日
の 住 所

個人番号
（マイナンバー）

生年
月日

フリガナ

青 色 分 離 損 失 修 正 特 農特農の
表　示

収

入

金

額

等

修
正
申
告

そ

の

他

届 

出

延
納
の
受

　
取

　
場

　
所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

事

業

事

業

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

人
数

区
分

不動産
区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

総
合
譲
渡

区
分

⑦から⑨までの計
総 合 譲 渡 ・ 一 時

（①から⑥までの計＋⑩＋⑪）

小規模企業共済等掛金控除

寡婦､ひとり親控除

勤労学生、障害者控除

（特別）控除

（㉖＋㉗＋㉘＋㉙）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

23

24

25

26

27

28

29

30

～

～

～

⑰　
 ⑱
⑲　
 ⑳
㉑　
 ㉒

31

32

33

34

35

42

43

44

45

46

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

36　
 38
39　
 41

47　
 48

～

～

～

課税される所得金額
（⑫－㉚）又は第三表

（特定増改築等）
住宅借入金
等特別控除

政党等寄附金等特別控除

差 引 所 得 税 額
32－33－34－35－36
－37－38－39－40－41

再差引所得税額（基準所得税額）

所得税及び復興特別所得税の額

外国税額控除等

修正前の第３期分の税額
（還付の場合は頭に△を記載）
第３期分の税額の増加額
公的年金等以外の
合 計 所 得 金 額

配偶者の合計所得金額

専従者給与（控除）額の合計額

青色申告特別控除額
雑所得・一時所得等の
源泉徴収税額の合計額
未納付の源泉徴収税額

本年分で差し引く繰越損失額

変動･臨時所得金額

申告期限までに納付する金額

銀行
金庫･組合
農協･漁協

本店･支店
出張所
本所･支所

口座番号
記号番号

普通 当座 貯蓄納税準備

公金受取口座登録の同意 公金受取口座の利用

（44×2.1％）

（46－47－48－49）

（50－51）

納める税金

還付される税金

（44＋45）

区
分

特定親族
特別控除

納 管

事 業

住 民

資 産

総 合

分 離

検 算

年月日

・・

受
付
印

（
令
和
七
年
分
用
）

通 信
日付印

一 連
番 号

45･

46･

50･

52
又
は
53
の
記
入
を
お
忘
れ
な
く
。

整

　
理

　
欄

区
分
異
動
名
簿

確
認

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｇ Ｈ Ｉ Ｋ Ｌ

年 月 日

その他住 民 税

令和

所得の種類 収 入 金 額 必要経費等 差 引 金 額

整理
番号

収 入 金 額 源泉徴収税額

他都道府県の事務所等

所得
金額

寡婦

死別
離婚

生死不明
未 帰 還

非 課 税 所 得 な ど 損益通算の特例適用前の
不 動 産 所 得

不動産所得から差し引いた
青 色 申 告 特 別 控 除 額

屋 号
住 所

氏 名
フリ ガナ

円

円円円

円

事業用資産の譲渡損失など

第
二
表

円

保 険 料 等 の 種 類 支払保険料等の計 うち年末調整等以外

新 生 命 保 険 料

旧 生 命 保 険 料

新個人年金保険料

旧個人年金保険料

介 護 医 療 保 険 料

円円

損害を受けた資産の種類など

・ ・
円円円源泉徴収税額の合計額

種 目

ひとり親
勤労学生

年調以外かつ
専修学校等

障害者
特別
障害者

特例適用
条 文 等

非上場株式の
少額配当等

給与、公的年金等以外の
所得に係る住民税の徴収方法

障 害 者

特個国外障 特障

続柄氏 名 生 年 月 日

・ ・
明･大
昭･平

個 人 番 号

上記の配偶者・親族・事業専従者
のうち別居の者の氏名・住所

所得税で控除対象配偶者
な ど と し た 専 従 者

円

事業専従者の氏名 個 人 番 号 続柄 生 年 月 日 従事月数･程度･仕事の内容
円明･大

昭･平 ・ ・

年調

国外居住 住宅特親

地 震 保 険 料

旧長期損害保険料

円円

円円

明･大
昭･平 ・ ・

別居

特個障 特障 年調
万円

別居

特個障 特障 年調 別居

特個障 特障 年調 別居

特個障 特障 年調 別居

同一

16

16

16

16

・ ・
明･大
昭･平･令

・ ・
明･大
昭･平･令

・ ・
明･大
昭･平･令

・ ・
明･大
昭･平･令

非居住者
の 特 例

配当割額
控 除 額

株式等譲渡
所得割額控除額

寄附先の
名 称 等

寄附金
円

国外

障 害 者

障 特障

続柄 生 年 月 日
明･大
昭･平

個 人 番 号

寡婦・ ・
円

税理士署名・電話番号

（ － － ）

調整

所 得 税 及 び
復興特別所得税年分の の 申告書

○ 所得の内訳（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額）
給与などの支払者の｢名称｣
及び｢法人番号又は所在地｣等

円 円

所得の種類

49

社
会
保
険
料
控
除

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

⑬⑭

⑮
生
命
保
険
料
控
除

⑯
料 

控 

除

地
震
保
険

本人に関
する事項
（⑰～⑳）

○ 雑損控除に関する事項(㉗)
損 害 の 原 因 損 害 年 月 日

損害金額
保険金などで
補塡される
金 額

差引損失額の
うち災害関連
支出の金額

○ 寄附金控除に関する事項(㉙)

○ 配偶者や親族に関する事項（⑳～㉔､35､40）

配偶者

○ 事業専従者に関する事項（58）
専従者給与(控除)額

○ 住民税・事業税に関する事項

住
民
税

事
業
税

円 円 円 円
特別徴収 自分で納付

都道府県､市区町村
への寄附

（特例控除対象）
円 円 円 円

退職所得のある配偶者・親族の氏名 退職所得を除く所得金額 その他 寡婦・ひとり親

ひとり親

月
日開始・廃止前年中の

開（廃）業
番
号

氏
名

住
所

氏
名

給
与

税理士法書面提出
30条 33条の2

○ 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項（⑪）

共同募金､日赤
その他の寄附

都道府県
条例指定寄附

市区町村
条例指定寄附

管
理

区
分

一連
番号

法 項 号

（
令
和
七
年
分
用
）
○
第
二
表
は
、
第
一
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
○
国
民
年
金
保
険
料
や
生
命
保
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
添
付
書
類
台
紙
な
ど
に
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

整

理

欄

申告
区分
特例適
用条文

申告等
年月日 年 月 日

条
の の

所得
種類
申告
期限 年 月 日

補
完

▶確定申告書　第二表

▶確定申告書　第一表

秋 葉　  圭
アキ    バ　　   　ケイ

確定

東京都江戸川区中央○－○－○

給与

令和７年９月１日居住開始

-

秋葉　佳子 ○ ６２      ３　  ３

○
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

秋葉　佑依　 ○ ２９     ２　  ２○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 子

岩本スポーツ株式会社 6,000,000 153,600

153,600

確定
１ ３ ２  ０ ０ ２ １

東京都江戸川区中央○－○－○

江戸川北

同　上 会社員

秋 葉 　圭
アキハ゛　 ケイ

X X X X X X X X X X X X

６ ０ ０ ０ ０ ０ ０

４ ３ ６ ０ ０ ０ ０

４ ３ ６ ０ ０ ０ ０

１ ８ ８ ０ ０ ０ ０

１ ８ ８ ０ ０ ０ ０

１ ５ ０ ５ ０ ０

-

１ ５ ３ ６ ０ ０

２ ７ ３-

１ ２ ３ ２ ０ ０

１ ２ ３ ２ ０ ０
２ ５ ８ ７

１ ２ ５ ７ ８ ７

２ ４ ８ ０

三井住友信託

× × × × × × ×

上野

○

３　 ６　１　 ０  ６　 ０  ６

秋葉　圭 本人

０３ 　 ××××　××××

--
-２ ７ ８ １ ３

-２ ７ ８ １ ３
扶養親族が16歳未満の
場合には16に○

受取金融機関の
口座を記入する

P.58第二表の
から転記する

49

戻ってくる
税金の額

P.56源泉徴収票
からその年の収入
金額（支払金額）1
を転記する

P.56源泉徴収票の
給与所得控除後の
金額9を転記する

P.56源泉徴収票の
所得控除の額の合
計額2を転記する

P.56源泉徴収票
から支払金額1、
源泉徴収税額3を
転記する

P.59第一表の　へ49

個人番号（マイナンバー）を
記入する

1,000円未満は
切り捨て

（　対応分）の総合課税の税額計算32 31税額を計算・記入する

税 率の額31 の税額32

の額 × 5％
の額 × 10％ － 97,500円
の額 × 20％ － 427,500円
の額 × 23％ － 636,000円
の額 × 33％ － 1,536,000円
の額 × 40％ － 2,796,000円
の額 × 45％ － 4,796,000円

31

31

31

31

31

31

31

  195万円以下
 195万円超 330万円以下
 330万円超 695万円以下
 695万円超 900万円以下
 900万円超 1,800万円以下
 1,800万円超 4,000万円以下 
 4,000万円超 

P.57の⑳を転記する
居住開始日（P.564）を
記入する

申告する人の個人番号
（マイナンバー）を記入

明治：1　大正：2
昭和：3　平成：4

58 59

住宅ローン控除を受けるための確定申告書の記入例
住宅ローンでマイホームを購入した人の確定申告（住宅ローン控除）




